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原子力発電所の設備を安全な状態に保ち、トラブルの未然防止や
発電所の安全・安定運転を図るために、点検・保守を行っています。

定期検査の内容

原子力発電所の安全の確保は、発電所を建設し運転

する電力会社が直接の責任を負っています。

電力会社は、運転中および原子炉を停止して行う点

検・保守を通じて、設備・機器の健全性の確認、機能

の維持、信頼性の向上を図るための取り組みを行っ

ています。

●電力会社は原子力発電所の運転中・停止中、
　一貫した点検・保守を行っています。

発電所の
安全・安定運転

●主要設備の運転性能や
　設定値などの機能の確認

●分解点検や漏えい検査による
　設備の健全性の確認

●他の発電所で発生した事故・
　故障の類似箇所の点検・処置

●最新技術を導入した
　設備・機器への取替

●消耗品などの定期的な交換

●劣化に対する処置

●異常の早期発見と処置

健全性の確認

機能の維持 信頼性の向上

■原子力発電所の安全・安定運転への取り組み

「電気事業法」では、電力会社は原子力発電所における

主要な設備について、定期的に検査することが定めら

れています（定期事業者検査）。

また、その中で安全上重要な設備については国の定期

検査を受けることが定められています。定期検査の間

隔は3区分（13・18・24ヶ月）あり、どの区分に分類す
るかは、原子炉ごとの技術的評価などにより決定され

ます。

●法律により、定期的に検査を
　行うことが定められています。

■2ページ以降の「定期検査」の言葉の使い方について

原子力発電所の「定期検査」とは、法律上では国が

行う検査を指しますが、本誌では電力会社が原子炉

の停止中に行う検査・点検・修理や消耗品の取替な

ども含めて「定期検査」としています。

■原子力発電所の主要な設備・機器

●加圧水型（PWR）軽水炉 

●沸騰水型（BWR）軽水炉 
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万が一の事故の際にも放射性物質が外に 
放出されるのを防ぐ設備 

原子炉格納容器 1

原子燃料、制御棒、冷却水などを 
収納する耐圧容器 

原子炉圧力容器 2

ウランを焼き固めてペレット状にして、 
金属のさやに密封したものを束ねたもの 
（原子燃料を集めたものが炉心） 

原子燃料（炉心） 3

原子炉の出力を制御するために、 
原子燃料から放出される中性子を吸収して 
核分裂を調整する機器 

制御棒 4

炉心に循環させる冷却水の流量を調節することで 
原子炉の出力を調整するポンプ 

再循環ポンプ 
（BWR） 

5

原子炉格納容器内で蒸気が漏れた場合など、 
原子炉圧力容器内の圧力が高くなりすぎた時に 
蒸気を冷却して圧力を下げる設備 
非常用炉心冷却設備（ECCS）の水源を兼ねる 

圧力抑制プール 
（BWR） 
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原子炉で発生した熱によりつくられた蒸気の力で
回転する大きな羽根車（BWR） 
蒸気発生器でつくられた蒸気の力で回転する 
大きな羽根車（PWR） 

タービン 7

タービンとつながった軸が回転して 
電気をつくる装置 

発電機 8

タービンを回した蒸気を海水で冷やして 
水に戻す機器 

復水器 9

原子炉圧力容器の中の水が沸騰しないように、 
一定の圧力に調整する機器 

加圧器 
（PWR） 

10

原子炉で発生した熱でつくられた高温高圧の水を 
使って蒸気をつくる機器 

蒸気発生器 
（PWR） 
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冷却材を炉心に循環させるポンプ 
冷却材ポンプ 
（PWR） 

12

原子力発電所の
点検・保守について教えて！Q



原子力発電所では運転中も機器の状態を監視して、
異常をいち早く察知し、点検・保守を行っています。

定期検査の進め方と運転中の検査
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原子力発電所の設備全般にわたって点検・検査を行い、
消耗品などを取り替えます。

電力会社は、それぞれの設備に適した点検・検査を行

って、国が定めた技術基準を満たしていることを確認

しています。

なお、１回の定期検査で全ての設備や機器について点

検・検査を行うわけではなく、それぞれの設備・機器の

設計や過去に行った点検・検査の結果などをもとに，

点検の周期を決めて実施しています。

●定期検査では、計画的にいろいろな点検・検査を行います。

外 観 点 検  

分解・開放点検 

非 破 壊 検 査* 

特 性 試 験  

漏えいの形跡、亀裂・変形などの有無を目で確認 

ポンプ・電動機・熱交換器などの分解点検 

設備の内外表面および内部の欠陥の有無を確認 

電気設備および計測制御装置について特性を確認 ＊超音波などを用いて、設備内部のひびなどの欠陥の有無を調べる検査。 

1

2

3

4

漏 え い 検 査  

機能・性能検査 

総 合 性 能 検 査  

点検完了後、所定の圧力において漏えいの有無、漏えい率を確認 

点検完了後、設備単体または系統の機能・性能を確認 

点検・試験完了後、各設備の運転状態と各種数値の正常を確認 
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■点検・検査の種類

●検査の様子

■タービンの検査（BWRの例）
タービンを分解
して、各部の点検
を行います。

■燃料検査（PWRの例）
水中カメラなど
で、原子炉から取
り出した燃料の
外観検査や寸法
検査などを行い
ます。

燃料移動作業

■配管の検査（BWRの例）
配管の外観検査
や非破壊検査を
行います。

■原子炉圧力容器内の構造物の検査（PWRの例）
原子炉圧力容器
の上蓋を開け、原
子炉から燃料を
取り出した後、水
中カメラなどで
原子炉圧力容器
内の構造物の検
査を行います。 原子炉圧力容器上蓋の取り付け作業

「状態監視」とは、運転中の機器の振動・温度などの

運転状態を定量的に監視・評価することです。運転

員が目視・聴診・触診などで行ってきた日常的な点

検に加え、点検・保守担当の技術者が振動計・赤外線

カメラ・潤滑油分析などの様々な手法を活用して運

転中の異常兆候をいち早く察知し、点検・保守を行っ

ています。

●様々な技術を用いて、運転中の機器の「状態監視」を充実させています。

原子力発電所では運転中に
どんな検査をしているの？Q定期検査では何をするの？Q

■振動診断（1） ■振動診断（2）

■潤滑油分析 ■赤外線画像診断



定期検査は原子炉ごとに、
点検の結果を反映した適切な間隔で実施します。

定期検査の間隔と国の関与
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次回の点検方法、間隔

強化、短縮を検討

現状維持

簡略化、延長を検討

工程

作業内容

摩耗の状況

想定以上に進行

想定範囲内

想定より少ない

メリット

故障前に点検でき、安全性向上

現状の安全性を維持

過度の分解による
トラブルの可能性が低減し、安全性向上

弁の分解

弁体の取り外し 弁の摩耗量を測定

実測値と想定値などを比較検討し、
点検方法、間隔を見直す 見直し結果を点検計画に反映

点検・手入れ前の
状態データ採集

データ分析、評価 次回点検計画への反映

安全上重要な設備や機器については、国の検査を
受けています。さらに、定期検査の実施体制については、
独立行政法人の審査を受けています。

国による検査 

独立行政法人による検査 

大 

小 
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■安全上の重要度と検査制度

安全上重要な設備については国や独立行政法人「原子

力安全基盤機構」の検査を受けています。

また、電力会社による検査（定期事業者検査）の実施体

制（組織・体制・検査方法など）については、独立行政法

人の審査（定期安全管理審査）を受けています。

●安全上重要な設備は、国の検査を受けています。

原子力 
安全委員会 

国 

措　置 

通　知 

意　見 

報　告 
（四半期ごと） 

独立行政法人 
原子力安全基盤機構 

経済産業省 原子力安全・保安院 電力会社 

　原子力安全委員会への報告・措置 

　｢定期安全管理審査｣結果の評価・通知 

　「定期事業者検査」の実施 
技術基準がある設備に 
ついて検査を実施 
検査記録を保存 

検
　
査 

審
　
査 

報　告 

　「定期安全管理審査」の実施 
電力会社が行う｢定期事業者検査｣の実施体制(組織･体制･検査 
方法など)が適正であるかを審査 

　「定期検査」の実施 
国が検査する設備を除く、安全上重要な設備の検査 

検　査 
　「定期検査」の実施 
安全上重要な設備や 
発電所の総合的な性能の検査 

■定期検査に対する国のチェックの流れ

●点検・保守時のデータを有効活用します。

点検・保守時に確認された機器の状態（摩耗の量など）

をデータベース化し、それぞれの機器の特性（重要性や

故障可能性など）を分析することにより、点検の方法、

頻度・時期を決定します。このような活動を繰り返し、

点検の有効性を高めていきます。

■定期検査の間隔の決め方（例）

原子炉を停止して行う点検項目について点検の頻度を

評価し、それぞれの機器で評価された間隔のうち、最

も短い間隔の範囲内で定期検査の間隔を設定します。

電力会社が設定した定期検査の間隔は国により審査さ

れ、原子炉ごとの特徴に応じた適切な間隔が決められ

ます。

●原子炉ごとに定期検査の間隔を設定します。

ポンプの分解検査から定まる期間

実質的な定期検査間隔（運転期間）

弁の分解検査から定まる期間

燃料交換から定まる期間

定
期
検
査

定
期
検
査

■点検・保守時のデータ有効活用の例

定期検査はいつ行われるの？Q 国はどのように検査に
関わっているの？Q




